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　令和６年度から、新上五島町の上有川地区で農地の基盤整備事業が始まります。（新上五島

町内の県営農地整備事業は 「初」 。）また基盤整備事業の取組に向け、令和６年６月28日に 

「上有川土地改良区」が設立されました。

　本地区は水田地帯ですが、現況の農地は狭小不整形で、道路幅員も狭く、水路も未整備な

ため、作業効率が悪い状況となっています。

　事業完成後は水田を畑地化し、農作業の省力化、新規作物の導入、担い手への農地の集積・

集約を実現し、地域農業の活性化を図ります。

お問合せ先

農村整備課
0959-72-1976

上有川で農地整備に着手します！

二級河川大川

県道太田有川港線

至
 有川方面

至  太田方面新上五島町役場新上五島町役場

位置図 赤枠内：上有川地区

上有川土地改良区設立総会

本地区担い手が代表を務める酒造会社の焼酎
※地区内の甘藷を使用

〇上有川地区の概要
　　受益面積：９．６ｈａ
　　工　期　：令和６年度～令和１１年度
　　事 業 費： ３４９百万円
　　工事内容：区画整理工　９．６ｈａ
　　計画作物：甘藷、大麦、玉ねぎ、飼料作物等




